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本年５月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が

公布され、大規模建築物の所有者は平成２７年末までに耐震診断及び結果報告が

義務付けられることとなりました。 

建築物の耐震化については、早急の対応が必要であることは十分認識していま

すが、短期間での耐震化の推進は建築物所有者に多額の費用負担が発生するとと

もに、北海道内の地方公共団体においても事業の集中に伴う財政負担の増大が懸

念されるため、現在の地方の厳しい財政状況を考慮の上、より一層の財政支援を

検討願います。 

 つきましては、次の事項について、強く要望いたします。 

 

 

１ 地方公共団体への財政支援について 

建築物の耐震改修事業については、法改正によるものであることから、

国の責任により促進すべきである。したがって、当該事業について地方公

共団体が費用負担する場合には、地方負担に充当可能な交付金制度を継続

するなど、円滑な事業実施が可能となるよう、確実な財政措置を講じるこ

と。  

 

２ 耐震診断結果の公表について 

必要な財政支援措置が確立されるまでは、施行期限及び耐震診断結果の

公表について、所有者の実情等を十分踏まえた措置を講じること。 
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○ 国が法で定める、不特定多数が利用する建築物や避難弱者が利用する建築物で大規模なもの 

○ 地方公共団体が指定する避難路沿道建築物及び防災拠点建築物 

 
 

○ 国は、耐震診断の義務化対象建築物に対する新たな補助制度を創設した。 

○ 国は、地方公共団体に対して、補助制度の創設を求めている。 

 地方の厳しい財政状況を考慮の上、より一層の財政支援を要望する。 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国 

補助金 

１/６ 

地方公共団体の補助 

所有者 

１/６ 国の交付金 

１/３ 
地方負担 
１/３ 

 

１ 地方公共団体への財政支援について 

○ 建築物の耐震改修事業については、法改正によるもので

あることから、国の責任により促進すべきである。したが

って、当該事業について地方公共団体が費用負担する場合

には、地方負担に充当可能な交付金制度を継続するなど、

円滑な事業実施が可能となるよう、確実な財政措置を講じ

ること。 

国 
補助金 
１/３ 

所有者 
２/３ 

 

耐震診断費用 

地方公共団体の補助がある場合 

地方公共団体の補助がない場合 

-１- 

法改正により耐震診断が義務化される建築物 

耐震化を円滑に進めるための所有者への支援 

＜大規模建築物の例＞ 

※財源確保が課題となっている。 

地方単独費 １/２ １/２ 
 特別交付税 



 
 

 
  
 

●大規模建築物                           （９月末現在） 

主な用途区分 計 公共建築物 民間建築物 

 

概算診断費用 

（百万円） 

小学校・中学校 ６８８棟 ６８６棟 ２棟 ２１ 

ホテル・旅館 １０４棟 ２棟 １０２棟 １,８９４ 

病院 ７０棟 １５棟 ５５棟 ９８４ 

その他 ２８６棟 ８９棟 １９７棟 ４,３３５ 

計 １,１４８棟 ７９２棟 ３５６棟 ７,２３４ 

※平成 25年 3月の国交省調査では、北海道は、耐震診断の義務化対象建築物数について、 

大阪府、東京都に続き３番目に多い棟数となっている。 

 

 

●避難路沿道建築物（緊急輸送道路を避難路として指定した場合）      （９月末現在） 

主な用途区分 計 公共建築物 民間建築物 

 

概算診断費用 

（百万円） 

小学校・中学校 ２９棟 １４棟 １５棟 ２６２ 

ホテル・旅館 ４７棟 ０棟 ４７棟 ５６７ 

病院 ５２棟 ０棟 ５２棟 ３３９ 

その他 １,７９０棟 ８９棟 １,７０１棟 ７,６５２ 

計 １,９１８棟 １０３棟 １,８１５棟 ８,８２０ 

 

 

  ●防災拠点建築物（地域防災計画に基づく避難所を指定した場合）      （９月末現在） 

主な用途区分 計 公共建築物 民間建築物 

 

概算診断費用 

（百万円） 

小学校・中学校 ７３１棟 ７２５棟 ６棟 ７３ 

ホテル・旅館 ７棟 ５棟 ２棟 １４ 

病院 ６棟 ４棟 ２棟 ４ 

その他 １,８３２棟 １,６０２棟 ２３０棟 ４１９ 

計 ２,５７６棟 ２,３３６棟 ２４０棟 ５１０ 
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道内の耐震診断義務化の対象建築物 （札幌市所管分を含む全道の件数） 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

○ 耐震診断が義務化された建築物の所有者は、期限までに耐震診断を実施し、結果を所管行政庁

へ報告しなければならない。 

○ 所管行政庁は、その結果を公表しなければならない。 

※所管行政庁 

北海道、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、 

釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、江別市 
 
  
所有者の実情等を十分に踏まえた措置を講じることを要望する。 
 
 

 ホテル・旅館団体においては「耐震診断結果の公表は業界にとって死活問題であり、廃業を考え

ているところもある。」また「耐震診断結果の公表では、耐震改修計画を明らかにしなければ風評被

害を受けることになるが、多額となる耐震改修の費用の確保などが難しい。」といった実情にある。 

 本道では、耐震診断が義務化される民間の大規模建築物は、ホテル・旅館が最も多く、観光産業

を支えている業界が、風評被害を受けることのないよう、公表に関して要望する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※大規模建築物の場合 

平成 27 年 12月 31 日までに 

報告が必要 

２ 耐震診断結果の公表について 

○  必要な財政支援措置が確立されるまでは、施行期限及び耐

震診断結果の公表について、所有者の実情等を十分に踏まえ

た措置を講じること。 
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耐
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公表方法：インターネットなど 

公表事項：建築物の名称、 

建築物の位置、用途 

      耐震診断結果 など 

結
果
公
表 

所有者 所管行政庁 
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耐震診断結果の報告と公表 

※風評被害が懸念される 



 
 
 

  

① 観光入込客数 

   平成２４年度の観光入込客数は５,０９８万人で、前年度に比べ１０.５％の増加で、ほぼ東日 

本大震災前の入込客数が確保された。 

    

② 観光消費額と経済波及効果 

北海道の観光消費額は１兆２,９９２億円で、農業産出額、漁業・養殖業生産額の１兆２,６９１ 

億円を上回る規模となっている。 

また、観光消費によってもたらされる生産波及効果は１兆８,２８７億円で、産業別ではサービ 

ス業が４割を占めている。 
 
    

 

                

 

 

 

 

 

③ ホテル・旅館の概要 

北海道には３,３０１軒のホテル・旅館があり、客室数が８０室以上ある大規模なものは約２６０軒、  

他都府県と比較しても、平均客室は３４.２室と規模の大きいものが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

観光消費額 １兆２,９９２億円（道内産業への直接効果１兆４５１億円） 

生産波及効果 １兆８,２３７億円（道 内 生 産 額 の５.４％） 

所得形成効果   ９,８１４億円（道内名目ＧＤＰの５.２％） 

雇 用 効 果        １６万人（道内就業者数の６.３％） 

税 収 効 果      ６４５億円（道税・市町村税の２.９％） 

波
及
効
果 

H23衛生行政報告例 

（厚生労働省） 

（単位：室 ） 
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北 海 道 観 光 の 現 状  


